
VNK会則 

 2023年8月6日改定 

１． 名  称 ： この会は、VNK（ベトナム人 in刈谷市）と称する。 
 

２． 所在地 ： この会は、刈谷市内に、所在地（事務所）を置く。 
 

３． 目  的 ： この会は、刈谷市に暮らすベトナム人同士の助け合いと交流、ベトナム人と日本人の交流をめざすことを

目的とし、2019年12月22日設立する。 
 

４． 活動内容 ： 目的達成のために次の活動を行います。 

      ① ベトナム人同士で情報の共有 

             ② ベトナム人同士の出会いと交流の促進 

  ③ 困っているベトナム人のサポート 

  ④ ベトナムの子どもの母語等の学習支援 

  ⑤ ベトナム人と日本人との交流の促進 
 

５． 会  員 ： 目的に賛同する人が、入会申込書の提出することで、だれでも会員になることができる。 

             会員は、任意に退会することができる。また、本人が死亡したときは退会とみなす。 
 

６． 役  員 ： この会に、次の役員を置き、会員の互選により選出する。任期は２年とし、再任を妨げない。 

  ① 会長 ： 本会を代表し、その活動を統括する。 

  ② 副会長 ： 会長を補佐し、不在となる場合はその職務を代行する。 

  ③ 会計 ： 財産の収支を管理し、報告する。 

  ④ 監査役 ： 会の業務および財産の収支を監査する。 
 

７．収入源（資産） ： この会の資産は、寄付金品、事業に伴う収入、その他の収入をもって構成する。 
 

８．総  会 ： 全会員による総会を、年１回開く。なお、必要がある場合は臨時に開催する。 

            総会では出席者の過半数の同意を得て、次の事項を決め、議事録を作成する。 

  ① 年度の活動計画および予算 

  ② 年度の活動報告および決算 

  ③ 役員の選任 

      ④ 会則の改定 
 

９．事業年度 ： 本会の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。 
 
 

１０．定例会議 ： 役員および有志の会員により、月１回ミーティングを開く。 

 

付則 

１ この会則は、2019年12月22日から施行する。 

２ この会則は、2023年8月6日に改定する。 


